
’ 閣
間
》
一
六
Ｑ
号

別 麻
生
国
務
大
臣

武
田
国
務
大
臣

茂
木
国
務
大
臣

上

内
閣
総
理
大
臣
蕊

紙国
会
の
会
期
前
に
逮
捕
さ
れ
た
国
会
議
員
の
氏
名
等
の
通
知
に
つ
い
て

川

国
務
大
臣

l

起案

令
和
一竜

野
上
国
務
大
臣

赤
羽
国
務
大
臣

梶
山
国
務
大
臣

小 田
村
国
務
大
臣

一

年
十
月
帝
号

泉
国
務
大
臣

内
閣
官

内
閣
官
房
長
官

内
閣
法

簔陸
録珍妙忠
岸

』△、Z里 ‘△一

品'昂昂
’加河

野
国
務
大

小
此
木
国
務
大

》
一
年
十
月
学
六
日
施
行
一
令
和
年
月

年
月
日

Ｌ

年
月
日
公
布
一
令
和
年
月

公
布

令
和

年

月

藤
国
務
大

《
一

ｑ
も
も
ケ

■

内
閣
総
務
官
富

平
沢
国
務
大

平
井
国
務
大

橋
本
国
務
大

’

日 日

｜ 内 閣
I

参

萩
生
田
国
務
大
臣

I



’

| 内 一閣’

Ｉ

■
■
且
》
Ｐ
Ｆ
■
■
千
Ｊ
・
庇
貼

■
中
心
旧
旧
・
駒
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
出
品
Ⅲ
‐

．
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
Ｏ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
１
印
叩
１
Ｊ
叫
Ｉ
Ｌ
Ｊ
■
■
則
ｒ
１
，
０

．
１
Ⅱ
Ｉ
ｌ
１
ｉ
１
．
１
１
１
０
口
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
印
Ⅱ
Ｉ
目
１
１
Ⅱ
Ⅱ
”
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
ｈ
Ⅱ
１
１
１
１
１
”
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
Ⅱ
‐
Ｌ
ｌ
ｊ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
”
Ⅱ
Ⅱ
“
１
．
ｎ
画
Ｉ
即
僻
鴎
酎
Ⅲ
Ⅲ
ｊ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
則
矼
Ⅲ
Ⅱ
二
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

l

l
i

お
っ
て
、
本
件
に
係
る
今
後
の
勾
留
期
間
更
新
決
定
通
知
は
、
内
閣
総
理
大
臣
限
り
で
処
理

す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
。

右
閣
議
に
供
し
ま
す
㈲



I

l
l

’

’

’I
| 内 閣 ’

砧

衆
議
院
議
員
河
井
克
行

衆
議
院
議
員
あ
き
も
と
壬
司

記

I

写
を
添
え
て
通
知
し
ま
す
。

７
、

員
の
氏
名
を
左
記
の
と
お
り
、
逮
捕
状
、
勾
留
状
、
起
訴
状
及
び
勾
留
期
間
更
新
決
定
書
の
各

ロ
■
面
面
■
■
・
㎡
■
■
■

国
会
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
の
会
期
前
に
逮
捕
さ
れ
た
貴
院
議

●

衆
議
院
議
長
宛
て

内
閣
総
理
大
臣

令
和
二
年
月
日

案

へ



’

’

’ 閣 ’内

｜

I

写
を
添
え
て
通
知
し
ま
す
。
＄
ぽ
ｒ
Ⅲ

Ｌ

ｌ

記
・
Ｊ
Ｊ
唱

Ｉ

・
４
ｒ参

議
院
議
員
Ｊ
Ｔ
河
井
あ
ん
り

令
和
二
年
月
日

Ｉ

｜
■
内
閣
総
理
大
臣

員
の
氏
名
を
左
記
の
と
お
り
、
逮
捕
状
、
勾
留
状
、
起
訴
状
及
び
勾
留
期
間
更
新
決
定
書
の
各

Ｆ
参
議
院
議
長
Ｉ
宛
て
Ｊ
１

。
Ｊ
旧

国
会
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
の
会
期
前
に
逮
捕
さ
れ
た
貴
院
議

案

（
一
一
）



－
１

’

1

法務省刑刑第94号

令和2年10月22日

内閣総理大臣菅 義偉殿

法務大臣上川陽

国会の会期前に逮捕され，現在勾留（起訴後の勾留）中の国会議員の氏

名について（通知）

標記について，下記のとおり，逮捕状，勾留状，起訴状及び勾留期間更新決

定書の各書面の写しを添えて通知いたします。

記

衆議院議員 秋元 司
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法務省刑刑第95号

令和2年10月22日

内閣総理大臣菅 義偉殿

法務大臣上川陽
苧

国会の会期前に逮捕され，現在勾留（起訴後の勾留）中の国会議員の氏

名について（通知）

標記について，下記のとおり，逮捕状，勾留状，起訴状及び勾留期間更新決

定書の各書面の写しを添えて通知いたします。

記
ヘノ

衆議院議員 河井克行

△



－
３
凸

法務省刑刑第96号

令和2年10月22日

内閣総理大臣菅 義偉殿

法務大､臣上川陽 寸

国会の会期前に逮捕され，現在勾留"(起訴後の勾留）中の国会議員の氏

名について（通知）

標記について，下記のとおり，逮捕状，勾留状，起訴状及び勾留期間更新決

定書の各書面の写しを添えて通知いたします。

記

参議院議員 河井案里
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